
定例公安委員会の開催状況について

令和７年11月20日に定例山形県公安委員会が開催されました。議事の概要は次のとお

りでした。

１ 定例会報告事項

(1) 12月の行事予定について

12月の行事予定について報告があった。

(2) サポカー体験試乗会に係る自動車ディーラーとの連携について

サポカー体験試乗会に係る自動車ディーラーとの連携について報告があった。

委員から、今回の取組は、地域社会全体で高齢者を見守る仕組みづくりの一環

となる良い施策である旨の発言があったほか、地域コミュニティの結束力が強い

地方の特性を活かし、こうした取組をどんどん展開していただきたい旨の発言が

あった。

委員から、サポカーの各種機能は、高齢者の運転補助に有効なものばかりであ

る。サポカーの着実な利用拡大に向け、ディーラーと連携した高齢者への周知活

動に取り組んでいただきたい旨の発言があったほか、民間企業には、高齢者の交

通事故防止に向け、独自の事業やサービスに取り組んでいるところもあるので、

積極的に連携していただきたい旨の発言があった。



２ 個別審議等会議

○ 山形県公安委員会規則等の改正について

警察本部から、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の施行に関

する規則（昭和60年３月県公安委員会規則第４号）等の改正について説明を受け、

決定した。

○ 山形県公安委員会規則の改正について

警察本部から、山形県道路交通規則（昭和49年２月県公安委員会規則第１号）

の改正について説明を受け、決定した。

○ 運転免許行政処分審査

警察本部から、運転免許の取消処分に係る意見の聴取、聴聞について説明を受

け、決定した。

○ 警察官職務執行法第４条第１項を根拠とした危険防止措置について

警察本部から、警察官職務執行法第４条第１項を根拠とした危険防止措置につ

いて説明があった。


